
【鉄道分野】育成・キャリア形成プログラム
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育成就労 (１～３年目)育成就労 (１～３年目) 特定技能１号 (４～８年目)特定技能１号 (４～８年目)

１年目 ２年目

マネジメント
経験

凡例 技能の修得・向上に資するもの フォローアップや意欲向上策

在留資格の移行に係る要件

その他必要に応じて適宜受講・取得するもの

黄色

赤色

青色

その他業務上必要な作業に係る特別教育・技能講習、その他業務に関連する資格の取得（次ページ参照）

就労開始前(Ａ１相当以
上)※２

特定技能１号移行要件
(Ａ２．２相当以上)※３

３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目

・留学から特定技能１号への移行
・育成就労を経ずに特定技能１号で入国 等

《育成就労計画》

キャリア
ステップ
の概要

技能修得状況や学習の理解度等に係る定期的なフォローアップ

定期面談等の機会にキャリアアップに係る相談対応

《１号特定技能外国人支援計画》

各業務区分に応じた研修等（次ページ参照）

その他育成ツール・支援ツール

緑色

１

職長等として研修・就労（次ページ参照）

継続した日本語能力の向上
(Ｂ１相当以上)

必須業務等に従事する
ことによる技能の向上

安全・衛生教育

※１：運輸係員区分は育成就労評価試験（専門級）、車両製造区分は技能検定３級も対象
※２：運輸係員区分はA2.2相当以上
※３：運輸係員区分はB1相当以上

主たる業務等に従事する
ことによる技能の向上

育成就労
評価試験
（初級）

特定技能１号
評価試験等※１



育成・キャリア形成のイメージ

在
留
資
格

鉄道分野
業務区分

目指すレベル
（求められる役
割・作業）

資格・研修・講習等の例 日本語能力水準 マネジメント経験 その他経験等

育
成
就
労

軌道整備 基礎的な技能を
修得し、上長か
らの指示があれ
ば現場で単独で
も働けるように
なる。特定技能
１号への移行を
目指す。

・玉掛け技能講習※
・移動式クレーン運転技能講習※
・列車見張員資格
・研削といし特別教育※
・チェーンソー特別教育※

就労中の取組：日本語教育
の参照枠A2.2相当以上
教材例：
「みんなの日本語 初級」
「TRY! 日本語能力試験 N4 
文法から伸ばす日本語」

ー 普通自動車免
許※

電気設備
整備

・玉掛け技能講習※
・移動式クレーン運転技能講習※
・列車見張員資格
・低圧、高圧・特別高圧取扱業務特別教育※
・研削といし、振動工具特別教育※
・ケーブル接続、レールボンド溶接技能講習

車両整備 ・玉掛け技能講習※
・移動式クレーン運転技能講習※

車両製造 ・玉掛け技能講習※
・移動式クレーン運転技能講習※
・フォークリフト運転技能講習※

ー

駅・車両
清掃

・乙種第4類危険物取扱者※
・技能検定（ビルクリーニング）３級

運輸係員 ・過去の事故事例の学習会
・安全啓発センター等の見学
・営業講習
・輸送講習

就労中の取組：日本語教育
の参照枠B1相当以上
教材例：
「TRY! 日本語能力試験 N3 
文法から伸ばす日本語」

２

※特定の作業を行うにあたって必要となる、法令等で定められた資格・講習



育成・キャリア形成のイメージ

３

在
留
資
格

鉄道分野
業務区分

目指すレベル
（求められる役
割・作業）

資格・研修・講習等の例 日本語能力水準 マネジメント経験 その他経験等

特
定
技
能
１
号

軌道整備 特段の育成・訓
練を受けること
なく直ちに一定
程度の業務を遂
行する。

・重機械運転者資格
・保守用車の運転者資格

就労中の取組：日本語教育
の参照枠B1相当以上
教材例：
「TRY! 日本語能力試験 N3 
文法から伸ばす日本語」

各社の職制や就労年数等に
応じた経験や研修
例：
・作業リーダー
・サブリーダー
・職長
・職長補佐
・班長
・班長補佐
・育成就労生等の指導係

普通・中型自
動車免許※

電気設備
整備

・重機械運転者資格
・保守用車の運転者資格
・高所作業車運転特別教育・技能講習※
・電気工事士資格※
・工事担任者資格※

車両整備 ・技能検定（鉄道車両製造・整備）２級
・溶接技能者資格※

車両製造 ・技能検定（鉄道車両製造・整備）２級
・溶接技能者資格※

ー

駅・車両
清掃

・列車見張員資格
・化学物質管理者講習※
・保護具着用管理責任者資格※
・有機溶剤作業主任者技能講習※
・技能検定（ビルクリーニング）２級

運輸係員 ・過去の事故事例の学習会
・安全啓発センター等の見学
・車掌講習
・運転士講習
・動力車操縦者運転免許※

就労中の取組：日本語教育
の参照枠B2相当以上
教材例：
「TRY! 日本語能力試験 N2 
文法から伸ばす日本語」

※特定の作業を行うにあたって必要となる、法令等で定められた資格・講習
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